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外国語パンフレッ
トの作成などに

外国人観光客受入環境整備事業費補助金

耕翻訳料／委託料／工
事請負費／備品購入費
／その他市長が必要と
認めるもの
※原則として市内業者
への発注に限る。
▼補助率・補助限度額
　補助対象経費の実支
出額の合計額の２分の１に相当する額、または
10万円のいずれか少ない額
※補助金の交付は前年度までに交付を受けたもの
も含め、１補助事業者１回となります。提出書類
などの詳細については、市ホームページをご覧く
ださい。
■問い合わせ・提出先　国際広域観光課（☎
40-7017）

　外国人観光客の受入環境を向上させる取り組み
を支援します。
▼募集期間　随時（先着順、予算に達した時点で
受け付け終了）
▼対象者　市内で観光業、宿泊業、飲食業、旅客
運送業、レンタカー業などの観光関連事業を営ん
でいる事業者（市税等の滞納者を除く）
▼対象事業　市内にある施設の案内表示、誘導表
示、メニューなどの表示に係る外国語表記の整備
／市内の観光情報が記載されているパンフレッ
ト、ホームページなどの情報発信に係る外国語表
記の整備／市内で使用できるWi-Fi 利用環境や
外国人向け電子決済システムの整備／その他市内
における外国人観光客の受入環境の向上に資する
取り組み
▼対象経費　消耗品費／印刷製本費／手数料／筆

木造住宅の耐震診断員を派遣
　木造住宅の耐震化を促進するため、市が耐震診
断員を派遣し、耐震診断を行います。
▼対象住宅　市内にある、①～④の要件すべてに
該当する住宅
①昭和56 年５月31日以前に建築されたもので、
昭和56年６月１日以降に増改築されていないもの
②一戸建ての専用住宅または併用住宅で地上階数
が２以下のもの
③在来軸組構法または伝統的構法によって建築さ
れた木造住宅であること
④現在居住している住宅であること
▼対象者　対象住宅を所有し、かつ、当該住宅に
居住する人など（法人を除く）
▼診断費用　申込者負担として、１戸当たり 1
万 1,000 円（延べ面積が200㎡以下の場合）
▼募集期間　11月 30日まで
▼募集戸数　５戸（先着順）

木造住宅耐震改修補助金（建替えも対象）
　耐震改修工事または建替え工事に要する経費の
一部を補助します。
▼対象住宅　市内にあり、上記（木造住宅の耐震
診断員を派遣）の対象要件①～③と、下記の要件
④に該当する住宅
④耐震診断により倒壊する可能性があると判定さ
れたもの
▼対象者　次の①・②のいずれにも該当する人
①対象住宅を所有し、かつ当該住宅に居住する人
など（法人を除く）
②令和元年度から交付申請時まで個人住民税等の
滞納がない人
▼対象工事　市内に本店を有する施工業者が行う
次のいずれかの工事
Ａ．青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された
者が耐震改修計画を作成し、工事監理を行う工事
で、住宅全体の上部構造評点のうち最小の値が

1.0 以上となる工事
Ｂ．耐震診断により倒壊する可能性があると診断
された住宅を除却し、同一敷地内において行う建
替え工事
▼補助金額　補助対象経費に 23.0%を乗じて得
た額または83万 8,000 円のいずれか低い額
▼募集期間　11月 30日まで
▼募集戸数　１戸（先着順）

ブロック塀等耐震改修補助金
　耐震改修工事または除却工事に要する経費の一
部を補助します。
▼対象となる塀　通学路等の避難路沿道にあり、
耐震診断の結果、不適合の項目があった塀等
▼対象者　次の①・②のいずれにも該当する人
①対象となる塀の所有者等（法人等は除く）
②令和元年度から交付申請時まで個人住民税等の
滞納がない人
▼対象工事　市内に本店を有する施工業者が行う
次のいずれかの工事
Ａ．建築士等が耐震改修計画を作成し、工事監理
を行う工事
Ｂ．耐震診断の結果、不適合の項目があったブロッ
ク塀等を除却する工事
▼補助金額　補助対象経費に 2/3 を乗じて得た
額または12万円のいずれか低い額
▼募集期間　11月 30日まで
▼募集件数　５件程度（先着順）

～共通事項～
　補助金の交付決定前に着手した工事は除きます。
　上記以外にも条件等がありますので、希望する
人は事前にお問い合わせください。
※申請書および詳細は建築指導課（市役所 3階）
で配布しているほか、市ホームページに掲載して
います。
■問い合わせ・申請先　建築指導課（☎ 40-
7053）

木造住宅・ブロック塀等の耐震化を支援地震に備えて
対策しましょう 木造住宅・ブロック塀等の耐震化を支援地震に備えて
対策しましょう

あなたの力を
お待ちしています

弘前マイスターを募集しています

役の技能・技術者で、対象職業に 20年以上の従
事経験を有する卓越した技能・技術者
▼募集期限　８月14日（金）
※制度の概要・認定申込書は、市ホームページか
らダウンロードできます。
■問い合わせ・申込先　産業育成課物産振興係（☎ 
32-8106）

　地域産業を支える優れた技能・技術の継承と人
材育成を目的に「弘前マイスター制度」を制定し
ています。サービス業、製造業、建設業、農林漁
業といった多様な分野を対象に、その産業を長年
支え、特に優れた技能・技術を有する人の応募を
お待ちしています。なお、他薦でご応募ください。
▼対象　市内に５年以上在住、または在勤する現

ごみ減量速報
令和２年４月の
ごみ排出量
（燃やせるごみ）

4,308t
弘前市のごみ全体の年間排出量

※数値は家庭系・事業系を　
　合計したものです。

ごみの減量に協力してくれて
みんなありがとう♪
昨年度、１年間でこんなに
ごみを減らせたよ。
これからもがんばろう！

平成 30年度

71,888t 令和元年度

68,932t

2,956tを
ゾウで例えると…

※実績値

※速報値

×591
頭分

ごみ減量効果

2,956t 減

※ゾウ 1頭５tで換算

令和元年度
134,513kg

前年度比

36,402kg増

衣類の拠点回収実績
（R元年度） 衣類は

捨てずに
リサイクル♥

■問い合わせ先　環境課廃
棄物政策係（☎32-1969）

673t減!
（昨年同月比）
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